
様式第３号（第６条関係） 
 

回 答 書 
 

受付番号 回収年月日 回収場所 担当主管課 

第１５号 令和５年１０月２０日 伊予市役所 
産業建設部 

土木管理課 

題  目（テーマ）： 歩道の舗装について 

提 案 理 由（要旨） 

 

① ヤマキ、マルトモ前の歩道はガタガタで、シニアカーに乗っていますので直してもらい

たいと思います。 

② 園芸の駅の裏の歩道も悪いので一度調べて直してもらいたいと思います。 

 

回  答  内  容 

この度は、「歩道の舗装について」貴重なご意見をお寄せくださいましてありがとうござ 

います。 

ヤマキ・マルトモ前の歩道については、愛媛県管理の国道 378 号線のため、愛媛県に確 

認したところ、部分的な舗装補修は可能と回答があり、予算の範囲内で部分的な補修を行

うとのことでした。 

 園芸（現在のえひめ中央農業協同組合）の歩道については、伊予市が管理しており、歩

道の段差部分について、部分的な補修を行います。 

 今後とも道路の維持管理に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上 

げます。 

 

 

 


